
 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

学校長   堀 本 純 平 

 

晩秋の候，保護者の皆様におかれましては，ますますご清祥のこ

ととお慶び申し上げます。 

平素は本校教育にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

１０月の上旬には夏の名残りを感じる日がありましたが，下旬に

入りますと朝晩の気温差が大きくなり，校庭の木々の葉も赤や黄色

に色づき始めました。いよいよ秋の深まりを感じる季節となりました。 

学校の運動場では，ボール遊びやおにごっこ，一輪車，鉄棒やす

べり台・・・子どもたちはいろいろな遊びを通して元気溌溂に活動

し，友だちと交流しています。教室では，学習や生活に関すること，

運動に関すること，書道や絵画等の文化，芸術に関することなど，

子どもたちは一人一人が目標をたてて，学習に取り組んでいます。

パソコンを活用した学習については，情報収集，個別学習，協働学

習…といったメリットがありますが，各学年の教室では，学年の発

達段階に応じて，ドリル学習，インターネットでの調べ学習，プレゼ

ンテーション資料作成などに取り組んでいます。このような学習を

進め，子どもたちの興味関心が高まり，情報をまとめる力や表現力

が向上するよう支援していきたいと考えています。 

２学期の後半に向けて，「学びの秋」として子どもたちの活動が

充実したものになるように支援するとともに，各学年・学級，学校全

体で，鳳南小学校のすべての子どもたちが「一人一人大切な存在

であること」，「大切な命であること」，「だれもが安心して，自信を

もって，自由な気持ちで学校生活を送ることができること」…このこ

とについて，一層理解が深まるように教育活動に取り組みます。 

日中の寒暖差が大きく，インフルエンザや風邪の流行しやすい時

期です。お子様の健康管理につきましてよろしくお願いいたします。

保護者の皆様におかれましても体調を崩されませんようご自愛くだ

さい。 

今後も保護者の皆様との連絡連携を深めてまいりますので，引

き続き，本校の学校教育活動に対しまして，ご理解とご支援を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

＜学校徴収金自動振替について＞ 

 11 月分の学校徴収金自動振替日は，11 月 4 日(火)，再振替日

は 11 月 10 日(月)となっています。通帳残高のご確認をお願いし

ます。また，振替された金額についてもご確認ください。 

 

 

 

 

 

＜卒業式・入学式について＞ 

 卒業式と入学式の日程が以下のように決定しました。 

 ・令和７年度 卒業式 ３月 17 日（火） 

 ・令和８年度 入学式 ４月  ７日（火） 

 

＜放課後の過ごし方・スマートフォンの使い方について 

再度のお願い＞ 

 最近，放課後の過ごし方や，スマートフォンに関するトラブルにつ

いて，学校にお問い合わせいただくことが増えています。 

 子どもたちにとって，放課後は学びの場を離れ，友だちと自由に

過ごせる貴重な時間であり，心身の健やかな成長には欠かせない

ものです。しかしその一方で，事故やトラブルに巻き込まれる危険

性もある時間帯です。安全で健やかな放課後を過ごすためには，

保護者の皆様のご理解とご協力が欠かせません。 

 また，現在，子どもたちにとって動画の撮影や SNS への投稿が身

近なものとなっています。何気なく撮影を行い，加工・拡散された

動画が，他人のプライバシーを侵害したり，いじめや誤解を生む原

因となるケースが本校でも報告されています。動画の拡散は，一度

インターネット上に公開されると，完全に削除することが困難です。

その影響は，本人だけでなく，周囲の友人や家族，学校全体に及ぶ

可能性があります。 

こうした問題を受け，堺市教育委員会からも，「携帯電話を子ど

もに持たせるかどうかは，保護者がその利便性や危険性について

十分に理解した上で，各家庭において判断するものであり，堺市教

育委員会として，子どもが携帯電話を所持すること自体を推奨する

ものではありません。」という通達が出ています。 

放課後・スマートフォンをめぐるトラブルを未然に防ぐためには，

保護者の皆様の関わりが不可欠です。そして，子どもたちが安心し

て放課後を過ごすこと，安心してスマートフォンを使える環境を整え

ることは，保護者の大切な責任です。 

 

～保護者の皆様へのお願い～ 

•放課後の居場所や帰宅時間を，あらかじめお子様と確認してください。 

•誰とどこで遊ぶのか，日々の会話の中で把握するようにしてください。 

•地域のルールやマナーを守るよう，お子様に繰り返し伝えてください。 

•お子様がスマートフォンを使用する際は，撮影・投稿のルールを家

庭で明確に定めてください。 

•「人を勝手に撮らない」「許可なく画像や動画を送らない・投稿し

ない」など，基本的なマナーとモラルを繰り返し伝えてください。 

•LINE や SNS，動画共有アプリの利用状況を，定期的に確認して

ください。 

 

今後とも，学校・家庭・地域が協力し，子どもたちの健やかな成

長と安全な環境づくりにご理解とご協力をお願いいたします。 
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